
医療扶助の適正化・
生活保護受給者の健康管理について

社会保障審議会生活困窮者自立支援
及び生活保護部会（第５回）

平成２９年７月２７日 資料４
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注１：医療扶助費（年齢計）に占める65歳以上被保護者分の割合については、医療扶助実態調査における医科及び調剤（平成19年度以前は医科のみ）
の決定点数の計に占める65歳以上の者に係る決定点数の割合としている。

注２：65歳以上被保護者数は、被保護者数（年齢計）に被保護者調査（年次調査）における65歳以上被保護者割合を乗じた形で推計している。
資料：生活保護費負担金事業実績報告、被保護者調査（平成23年度以前は被保護者一斉調査）、医療扶助実態調査

医療扶助費の動向
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（兆円）

（年度）

○ 医療扶助費については
・ 世界金融危機（2007～2008年度）後、被保護者数の増加に伴い増加した。
・ また、被保護者の高齢化の影響により、近年も増加傾向にある。

被保護者数（万人）

医療扶助費（兆円）

（万人）

医療扶助費（年齢計）に占める65歳以上被保護者分の割合
（１ヶ月分（毎年度６月審査分）のレセプトにおける値）
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65歳以上被保護者数（万人）



新生物
8.3% 内分泌・栄養・代

謝疾患
4.5%

精神・行動の障

害
35.5%

神経系
4.9%

循環器系
15.2%

呼吸器系
5.6%

消化器系
5.3%

損傷・中毒他の

外因影響
6.1%

その他
14.6%

内分泌・栄養・

代謝疾患
9.7%

精神・行動の

障害
4.2%

眼及び付属器
9.3%

循環器系
20.2%呼吸器系

13.7%

消化器系
5.8%

皮膚・皮下組

織
6.4%

筋骨格系・結

合組織
10.0%

その他
20.8%

内分泌・栄養・

代謝疾患
11.3%

精神・行動の障

害
5.0%

眼及び付属器
7.4%

循環器系
22.4%

呼吸器系
8.2%

消化器系
6.2%

皮膚・皮下組織
4.4%

筋骨格系・結合

組織
13.0%

その他
22.2%

新生物
14.2%

内分泌・栄

養・代謝疾

患
3.9%

精神・行動

の障害
11.1%

神経系
6.4%循環器系

18.2%
呼吸器系

7.3%

消化器系
8.0%

損傷・中毒

他の外因

影響
8.5%

その他
22.5%

医療扶助の特性

＜入院＞

注：医療扶助については、自立支援医療（精神通院医療等）等、他の法令等による給付がある場合は当該給付が優先される。
資料：医療扶助実態調査（平成２７年６月審査分）、平成２５年度医療給付実態調査

医療保険に比べ、精神・行動の障害の割合が高い。

＜入院外＞

医療保険とほぼ同様の構成割合となっている。

【参考】医療保険

【参考】医療保険

【生活保護】

【生活保護】

○医療扶助における傷病分類別レセプト件数の構成割合
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○診療種別医療扶助費構成割合

【参考】国民医療費【生活保護】

医療扶助費の約6割を入院が占めている。

【参考】総人口【生活保護】

○年齢階級別被保護者数構成割合（平成27年7月）

被保護者の年齢別の割合をみると、65歳以上の者が4割以
上を占めている。

資料：被保護者調査（平成27年）、国勢調査（平成27年）

資料：医療扶助実態調査（平成27年）、国民医療費の概況（平成26年）
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注１：被保護者の年齢構成の変化の影響は、前年度の年齢階級別１人当たり医療扶助費と当該年度の年齢階級別被保護者数から推計している。
注２：医療全体と医療扶助とでは、診療行為の構成比が異なるため、医療扶助における診療報酬改定の影響は医療全体におけるものとは異なる。
資料：生活保護費負担金事業実績報告、被保護者調査（平成23年度以前は被保護者一斉調査）、医療扶助実態調査

医療扶助費の伸びの要因分解
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○ 平成20年度以降の医療扶助の伸びを要因分解してみると、平成25年度までは被保護者数の増加に伴う
影響が大きかったが、平成26年度以降、高齢化等、年齢構成の変化による影響が大きくなっている。

○ また、その他の影響についてはマイナス傾向が続いていたが、平成27年度についてはプラスに転じている。

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

2.4% 8.4% 8.2% 4.7% 2.0% 1.9% 1.0% 3.2%

被保護者数の増加による影響
② 3.2% 10.7% 10.7% 5.9% 3.3% 1.2% 0.2% -0.1%

被保護者の年齢構成の
変化（高齢化等）の影響　（注１）

③
0.5% -0.2% -0.8% -0.0% 0.9% 1.1% 1.4% 1.4%

その他の影響
　・診療報酬改定　（注２）

　・医療の高度化
　・医療扶助費の適正化対策の効果　等

　　　　　　①－（②＋③）

-1.3% -2.1% -1.7% -1.2% -2.2% -0.4% -0.6% 1.9%

-0.82% 0.19% 0.004% 0.1%

医療扶助費の伸び率
①

（参考）
　　医療全体の診療報酬改定



平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

(2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)

医療費の伸び率 ① 2.0% 3.4% 3.9% 3.1% 1.6% 2.2% 1.9% 3.8%

診療報酬改定
(消費税対応分を除く)

② -0.82% 0.19% 0.004% -1.26%

人口増の影響 ③ -0.1% -0.1% 0.0% -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.1%

高齢化の影響 ④ 1.3% 1.4% 1.6% 1.2% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2%

診療報酬改定のうち、
消費税対応の影響

⑤ 1.36%

その他
(①-②-③-④-⑤)

・医療の高度化
・患者負担の見直し 等

1.5% 2.2% 2.1% 2.1% 0.4% 1.1% 0.7% 2.7%

制度改正 H20.4
未就学
2割負担

H26.4
70-74歳
2割負担
(※)

注１：医療費の伸び率は、平成26年度までは国民医療費の伸び率、平成27年度は概算医療費（審査支払機関で審査した医療費）の伸び率であり、医療保険と公費負担医療の合計である。

注２：平成27年度の高齢化の影響は、平成26年度の年齢階級別（５歳階級）国民医療費と平成27年度の年齢階級別（５歳階級）人口からの推計である。

注３：「診療報酬改定のうち、消費税対応の影響」とは、消費税率引上げに伴う医療機関等の課税仕入れにかかるコスト増への対応分を指す。

注４：平成26年度における診療報酬改定の改定率は、②と⑤を合計した0.10％であった。

※70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。平成26年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。

（参考）国民医療費の伸び率の要因分解

○ 人口及び報酬改定の影響を除いた医療費の伸びは近年１％程度であったが、平成２７年度は３％近い水準。この「そ
の他」の要因には、医療の高度化、患者負担の見直し等種々の影響が含まれる。
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年齢階級別 被保護者１人当たり医療扶助費（月額） 三要素（入院）
（平成２７年６月審査分）

（件／人）

（歳）

受診率 １件当たり日数 １日当たり医療（扶助）費
（食事・生活療養を含む）

（日／件）

（歳）

（円／日）

（歳）

注１：「受診率」とは、１ヶ月間における被保護者１人当たりのレセプト枚数（患者が利用した医療機関数の延べ数）を指す。なお、医療保険医
療費の受診率は比較のため、年度ベースのものを12で割ったものとしている。

注２：「１件当たり日数」とは、レセプト１枚当たりの医療機関を利用した日数を指す。
資料：第63回医療扶助実態調査（平成27年６月審査分）特別集計、平成27年度被保護者調査（年次調査）、平成26年度医療保険に関する基礎資料

○ 入院（食事・生活療養を含む）に係る１人当たり医療扶助費（月額）を要素別に分解し、医療保険と
比較すると、受診率の差が最も大きくなっている。一方、１日当たり医療（扶助）費はいずれの年齢階
級も医療扶助の方が低くなっている。
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（件／人）

（歳）

受診率 １件当たり日数 １日当たり医療（扶助）費
（調剤を含む）

（日／件）

（歳）

（円／日）

（歳）

○ 入院外＋調剤に係る１人当たり医療扶助費（月額）を要素別に分解し、医療保険と比較すると、いず
れの要素も医療扶助の方が概ね高い傾向にあるが、15歳未満及び70歳以上の受診率については、医
療扶助の方が低くなっている。

年齢階級別 被保護者１人当たり医療扶助費（月額） 三要素（入院外）
（平成２７年６月審査分）

注１：「受診率」とは、１ヶ月間における被保護者１人当たりのレセプト枚数（患者が利用した医療機関数の延べ数）を指す。なお、医療保険医
療費の受診率は比較のため、年度ベースのものを12で割ったものとしている。

注２：「１件当たり日数」とは、レセプト１枚当たりの医療機関を利用した日数を指す。
資料：第63回医療扶助実態調査（平成27年６月審査分）特別集計、平成27年度被保護者調査（年次調査）、平成26年度医療保険に関する基礎資料
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年齢階級別 被保護者１人当たり医療扶助費（月額） 三要素（歯科）
（平成２７年６月審査分）

（件／人）

（歳）

受診率 １件当たり日数 １日当たり医療（扶助）費

（日／件）

（歳）

（円／日）

（歳）

注１：「受診率」とは、１ヶ月間における被保護者１人当たりのレセプト枚数（患者が利用した医療機関数の延べ数）を指す。なお、医療保険医
療費の受診率は比較のため、年度ベースのものを12で割ったものとしている。

注２：「１件当たり日数」とは、レセプト１枚当たりの医療機関を利用した日数を指す。
資料：第62回医療扶助実態調査（平成27年６月審査分）特別集計、平成27年度被保護者調査（年次調査）、平成26年度医療保険に関する基礎資料

○ 歯科に係る１人当たり医療扶助費（月額）を要素別に分解し、医療保険と比較すると、受診率の
20歳未満及び55歳以上を除き、いずれの要素、年齢階級についても医療扶助の方が高くなって
いる。
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医療扶助における受診日数の分布状況の年次推移（入院外）

○ 医療扶助における入院外の月間の受診日数の分布をみると、外来受診者のうち、半数弱が受診日
数１日となっている。

○ また、入院外における受診日数の分布の年次推移をみると、受診日数が１、２日の割合が増加して
いる一方で、３日以上は減少傾向にある。

注１：同一制度内の同一の者に係るレセプトを合計し、個人単位のデータにして集計したものである（「名寄せ」という。）。
注２：被保護者数は各年度５月時点の被保護者数（停止中の者を除く）である。
資料：医療扶助実態調査特別集計、被保護者調査（月次調査）

入院外における月間の受診動向の年次推移（各年度６月審査分）
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（万人）

１日 54.1 42.8% 56.3 42.9% 58.0 43.7% 59.9 44.7% 60.9 45.2%

２日 29.5 23.3% 30.7 23.4% 31.2 23.5% 31.9 23.8% 32.6 24.2%

３日 14.6 11.6% 15.2 11.6% 15.3 11.6% 15.4 11.5% 14.9 11.1%

４日 8.2 6.4% 8.6 6.5% 8.5 6.4% 8.3 6.2% 8.4 6.2%

５日 5.3 4.2% 5.5 4.2% 5.3 4.0% 4.9 3.7% 4.8 3.6%

６～10日 9.4 7.4% 9.7 7.4% 9.4 7.1% 9.0 6.7% 8.7 6.4%

11～15日 3.2 2.6% 3.3 2.5% 3.1 2.3% 2.9 2.1% 2.8 2.0%

16～20日 1.3 1.0% 1.2 0.9% 1.1 0.9% 1.0 0.8% 1.0 0.7%

21～25日 0.7 0.6% 0.7 0.5% 0.6 0.4% 0.5 0.4% 0.4 0.3%

26日～ 0.2 0.2% 0.2 0.2% 0.2 0.2% 0.2 0.1% 0.1 0.1%

総計 (b) 126.4 100.0% 131.3 100.0% 132.8 100.0% 134.0 100.0% 134.6 100.0%

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

患者１人当たり受診日数

61.2% 61.8% 62.3% 63.0%

2.91日 2.83日 2.72日 2.67日

214.4 214.9 215.1 213.7被保護者数 (a)

受
診
日
数

2.95日

平成２５年度

患者割合 (b/a)

平成２４年度

210.2

60.2%



制度別 受診日数の分布状況（入院外）

○ 入院外における受診日数の分布を制度別にみると、医療扶助については国民健康保険
と後期高齢者の間の値をとっている。

注１：同一制度内の同一の者に係るレセプトを合計し、個人単位のデータにして集計したものである（「名寄せ」という。）。
注２：医療扶助における加入者数は平成28年５月時点の被保護者数（概数・停止中の者を除く）である。
資料：第64回医療扶助実態調査（平成28年６月審査分）特別集計、平成28年度被保護者調査（月次調査）、

平成27年度医療給付実態調査

入院外における月間の受診動向（平成28年６月審査分）
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（万人）

１日 60.9 45.2% 863.3 55.2% 504.4 54.1% 896.1 50.6% 460.3 34.8%

２日 32.6 24.2% 368.2 23.5% 228.0 24.4% 416.0 23.5% 327.4 24.7%

３日 14.9 11.1% 160.1 10.2% 93.2 10.0% 192.7 10.9% 187.8 14.2%

４日 8.4 6.2% 75.6 4.8% 49.2 5.3% 96.3 5.4% 106.7 8.1%

５日 4.8 3.6% 38.6 2.5% 22.0 2.4% 54.0 3.0% 67.4 5.1%

６～10日 8.7 6.4% 47.0 3.0% 29.4 3.1% 80.4 4.5% 116.0 8.8%

11～15日 2.8 2.0% 9.0 0.6% 4.6 0.5% 24.2 1.4% 37.6 2.8%

16～20日 1.0 0.7% 2.3 0.1% 1.2 0.1% 7.2 0.4% 12.1 0.9%

21～25日 0.4 0.3% 0.9 0.1% 0.4 0.0% 3.3 0.2% 5.7 0.4%

26日～ 0.1 0.1% 0.3 0.0% 0.2 0.0% 1.3 0.1% 3.2 0.2%

総計 (b) 134.6 100% 1,565.2 100% 932.7 100% 1,771.6 100% 1,324.2 100%

患者１人当たり受診日数

42.1% 41.9% 51.1% 81.6%

2.0日 2.0日 2.3日 3.2日

3,716.5 2,225.1 3,468.7 1,623.7加入者数 (a)

受
診
日
数

2.7日

協会（一般）
(平成28年３月）

組合健保
(平成28年３月）

国民健康保険
(平成28年３月）

後期高齢者医療
(平成28年３月）

患者割合 (b/a)

医療扶助

213.7

63.0%



制度別 受診医療機関数別患者割合（入院外）

○ 外来で医療機関に受診した者の割合をみると、医療扶助は約６割となっており、国民健康
保険よりは高く、後期高齢者医療よりは低くなっている。

○ また、受診医療機関数別患者割合をみると、医療扶助は医療保険に比べ、受診医療機関
が１件である者の割合が高くなっている。

注１：同一制度内の同一の者に係るレセプトを合計し、個人単位のデータにして集計したものである（「名寄せ」という。）。
注２：（ ）内の数値は、受診した者について受診した医療機関数の総計を１００とした割合である。
注３：医療扶助における加入者数は平成28年５月時点の被保護者数（概数・停止中の者を除く）である。
資料：第64回医療扶助実態調査（平成28年６月審査分）特別集計、平成28年度被保護者調査（月次調査）、

平成27年度医療給付実態調査
10

（単位:％）

総計 １件 ２件 ３件 ４件 ５件以上

63.0 46.9 12.1 3.1 0.7 0.0 37.0

(100.0) (74.4) (19.2) (4.9) (1.2) (0.4)

48.9 32.7 11.9 3.3 0.8 0.2 51.1

(100.0) (67.0) (24.4) (6.7) (1.6) (0.4)

48.9 32.6 12.0 3.3 0.8 0.2 51.1

(100.0) (66.6) (24.5) (6.8) (1.6) (0.5)

58.0 35.1 15.7 5.2 1.5 0.5 42.0

(100.0) (60.5) (27.1) (9.0) (2.5) (0.9)

87.1 41.0 27.8 12.3 4.3 1.7 12.9

(100.0) (47.1) (31.9) (14.1) (4.9) (2.0)

医療扶助

後期高齢者医療
（平成28年３月）

受診した医療機関数別患者割合（入院外・平成28年6月審査分）

受診した医療機関数別受診者 受診
しなかった者

協会(一般)
（平成28年３月）

組合健保
（平成28年３月）

国民健康保険
（平成28年３月）



注１：年齢調整は、市町村国保＋後期高齢者医療、医療扶助ともに市町村国保＋後期の年齢構成を用いて行っている。
注２：市町村国保＋後期高齢者医療の値は年額を12で割ったものとしている。
注３：市町村国保＋後期高齢者医療の医療費には入院時食事・生活療養が含まれているが、医療扶助費には含まれていない。
資料：第62回医療扶助実態調査（平成26年６月審査分）特別集計、平成26年度被保護者調査（年次）

都道府県別 年齢調整後（注１）被保護者１人当たり医療扶助費（月額）
～市町村国保＋後期高齢者医療との比較～

○ 診療費（医科及び歯科）＋調剤

相関係数：０．７１市
町
村
国
保
＋
後
期
高
齢
者
医
療

医療扶助 （万円）

（万円）

○ 都道府県別の年齢調整後被保護者１人当たり医療扶助費（月額）と市町村国保＋後期
高齢者医療の加入者１人当たり医療費との相関をみると、診療費（医科及び歯科）＋調剤
については、相関係数が0.71となっている。

北海道

青森県
岩手県

宮城県
秋田県

山形県

福島県

茨城県 栃木県

群馬県埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県 和歌山県鳥取県

島根県

岡山県

広島県
山口県

徳島県
香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県
長崎県

熊本県
大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
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後発医薬品使用状況における医療扶助と医療保険との相関

○ 医療扶助と医療全体の後発医薬品の使用割合（調剤のみ・数量ベース）について、都道府県
別の相関係数をみると、０．７６となっている。

注：後発医薬品使用割合は［後発医薬品の数量］／（［後発医薬品のある先発医薬品の数量］＋［後発医薬品の数量］）で
算出している。

資料：医療扶助実態調査（平成２７年６月審査分）、調剤医療費（電算処理分）の動向

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県
栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都 神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県
愛媛県高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%

相関係数：０．７６
医
療
扶
助
（
平
成
２
７
年
６
月
審
査
分
）

医療全体（平成２７年５月診療分）
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～2016年度

201
9年
度2017年度

2018
年度

就 労 支 援 事
業 等 の 参 加
率 【2018 年
度 ま で に
60％】

医 療 扶 助 の
適 正 化 に 向
け た 自 治 体
に お け る 後
発 医 薬 品 使
用 促 進 計 画
の 策 定 率
【100％】

頻 回 受 診 対
策 を 実 施 す
る自治体
【100％】

就労支援事業等に参加した者のう
ち、就労した者及び就労による収入
が増加した者の割合【2018年度ま
でに50%】

「その他世帯」の就労率（就労者の
いる世帯の割合）【2018年度まで
に45%】

就労支援事業等を通じた脱却率
【見える化】

就労支援事業等の自治体ごとの取
組状況【見える化】

「その他世帯」の就労率等の自治
体ごとの状況【見える化】

生活保護受給者の後発医薬品の
使用割合【2017年央までに75％。
2017年央において、医療全体の
目標の達成時期の決定状況等を
踏まえ、80％以上とする時期に
ついて、2018年度とすることを
基本として、具体的に決定する】

頻回受診者に対する適正受診指導
による改善者数割合【2018年度に
おいて2014年度比２割以上の改
善】

生活保護受給者一人当たり医療扶
助の地域差【見える化】

後発医薬品の使用割合の地域差
【見える化】

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

KPI
（第二階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

集中改革期間

≪厚生労働省≫

生
活
保
護
等

生活保護からの就労・増収等を通じた脱却を促進するため、就労支援を着実に実施しつ
つ、各種制度について、効率的かつ効果的なものとなるよう、就労意欲の向上の観点等
を踏まえて不断に見直し、生活保護制度の適正化を推進

2017年度の次期生活扶助基準の検証に合わせ、自立
支援の推進等の観点から、生活保護制度全般について、
関係審議会等において検討し、検討の結果に基づいて
必要な措置を講ずる（法改正を要するものに係る2018
年通常国会への法案提出を含む）

頻回受診等に係る適正受診指導の徹底等による医療扶助の適正化を推進

生活保護受給者の後発医薬品の使用割合について、2017年央までに75％とするとともに、2017年央において、医療全体の目標
の達成時期の決定状況等を踏まえ、80％以上とする時期について、2018年度とすることを基本として、具体的に決定する

＜㊷平成29年度の次期生活扶助基準の検証に合わせた年齢、世帯類型、地域実態等を踏まえた
真に必要な保護の在り方や更なる自立促進のための施策等、制度全般について予断なく検討
し、必要な見直し＞

＜㊵就労支援を通じた保護脱却の推進のためのインセンティブ付けの検討など自立支援に十分取り組む＞

＜㊶生活保護の適用ルールの確実かつ適正な運用、医療扶助をはじめとする生活保護制度の更なる適正化＞

生活保護受給者に対する健康管理支援の在り方を検討

集中改革期間

経済・財政再生計画 改革工程表 2016改訂版〔第22回経済財政諮問会議決定（平成28年12月21日）〕
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【平成２７年度～】

１．福祉事務所における後発医薬品使用促進計画の策定

（院外処方）

２．院内処方の使用割合が低調な医療機関に対する後発

医薬品使用促進の要請

使用割合（数量シェア）の出典：

医療扶助実態調査（各年６月審査分）、

医薬品価格調査（薬価本調査）（速報値）（各年９月取引分）

【平成２８年度～】

１．改革工程表に、後発医薬品の使用割合の目標を設定

２．地域の薬局等と連携した服薬指導のモデル実施

【平成２９年度における取組】

・外部評価を取り入れたＰＤＣＡサイクルの実施について

予算に計上。

生活保護における後発医薬品の使用促進の取組

法改正時の見直し

生活保護法改正により、後発医薬品の使用を促すことを規定（平成２６年１月１日施行）

第３４条第３項 （略）医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品・・・を使用することができると認めたものについては、
被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。

※ 医師が後発医薬品の使用を可能と判断したにもかかわらず、先発医薬品を希望する受給者に対しては、
・ 薬局は、先発医薬品を希望する理由を確認した上で、先発医薬品を一旦調剤する。
・ その理由が「先発医薬品の方が高額だから」 「理由を言わない」等の場合については、福祉事務所の健康管理指導の対象とする。

【今後の検討】

・平成29年度に行う制度全般の検討の中で、後発医薬品の

使用促進に係る更なる対策について検討。
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48.2%

58.7%
63.8%

69.3%

75%
80%

46.9%

56.2%

40%

50%

60%

70%

80%

生活

保護

医療

全体

+5.1%

+10.5%

+5.5%

改革工程表における目標値
（80％以上とする時期につい
て平成30年度を基本とする）

患者の意

向, 67.2%

保険薬局

の備蓄, 
28.8%

その他, 
4.0%

出典：財政制度等審議会資料

取組の進捗状況 法改正以降の新たな取り組み

（留意点）
調剤報酬明細書の記載要領において、一般名処方が行われた医

薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合、調剤報酬明細書
の摘要欄に「患者の意向」「保険薬局の備蓄」「後発医薬品なし」「そ
の他」のうち、最も当てはまる理由をひとつ記載することとなってい
る。

上記の数値は福祉事務所のレセプト管理システムを活用し、政令
市・中核市の平成27年度審査分からそれぞれの理由を抽出し集計
したものである。

銘柄名処方は含まれていないことから、上記内訳が後発医薬品が
調剤されなかった理由の全てでないことに留意が必要。

また、１年間のレセプトから抽出したものであるため、個人が重複
して集計されている可能性があることに留意が必要。

取組の課題

【医師が一般名処方したにも関わらず薬局におい
て後発医薬品を調剤しなかった理由】

医師が一般名処方したにも関わらず薬局におい
て後発医薬品を調剤しなかった理由は「患者の意
向」の割合が高い。



医療扶助における後発医薬品使用状況の地域差

○ 医療扶助のおける後発医薬品使用割合（数量ベース）を都道府県別にみると、最も高い県
と低い県との間には、約２２％ポイントの差がある（平成28年6月審査分）。
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H27 H28

医療扶助における後発医薬品使用割合（数量ベース）の地域差
（平成２８年６月審査分と平成２７年６月審査分の比較）

全国平均：69.3％
（H28.6）

注：後発医薬品使用割合は［後発医薬品の数量］／（［後発医薬品のある先発医薬品の数量］＋［後発医薬品の数量］）で算出している。
資料：医療扶助実態調査（各年6月審査分） 15



薬局と連携した薬学的管理・指導の強化（モデル事業）

医療機関A 医療機関B 医療機関C

【イメージ】

重複処方の
情報提供

【趣旨】

○ 被保護者が処方せんを持参する薬局をできる限り一カ所にし、本人の状況に応じて、薬局において薬学的管理・指導を実施するとと
もに、薬剤師が重複処方等について医師に情報提供を行う。

○ これにより、医療機関は重複調剤の適正化や、併用禁忌薬をチェックを行うことができ、被保護者の健康管理に寄与するとともに、
医療扶助費の適正化効果も見込まれる。

○ 本事業においては、被保護者が処方せんを持参する薬局をできる限り一カ所にする事業をモデル的に実施し、その効果等を測定
し、 次年度以降の取組に繋げる。

【事業の実施方法】

処方箋

薬局 16

① 受給者の希望も参考としつつ、対象者1人につき薬
局を1カ所選定

② 薬局において、薬学的管理・指導を実施
また、必要に応じて、医療機関へ重複処方等の情報
提供を実施

③ 福祉事務所においては、
・重複投薬・相互作用等防止加算の算定件数
・薬剤師から医師への疑義照会の件数の変化
・薬剤費の減少額等の効果
等を分析する。

処方箋
処方箋

【東大阪市の取組例】 出典：平成29年度予算執行調査資料（財務省）

＜取組内容＞
・薬の重複使用や相互作用による副作用などの健康被害を未然に防止するため、
生活保護受給者の利用する薬局を一カ所選定。
・受給者は自ら薬局を一カ所選び、福祉事務所へ届け出を行い、薬局を利用の際
は確認証を提示する。選定した薬局以外に受給者が来た場合は、薬局は一旦調剤
の上、福祉事務所へ報告。
・周知期間（平成25年8月～）を経て、平成26年度より本格実施。

＜取組効果＞
・向精神薬の重複投薬患者数の変化

※ 向精神薬を同一月に複数の医療機関から投薬された者のうち、嘱託医や処方医と協議の結果、重複
投薬と認められた者

・１人あたり調剤費の変化

25年度 26年度 前年度比
東大阪市 117人 61人 ▲48％

全国 5280人 5015人 ▲5％

単位：円/月

差額 伸率

23,256 19,743 ▲3,513 ▲15％

21,328 20,851 ▲477 ▲2％

25年度 26年度
前年度比

全国

東大阪市

【向精神薬に係る取組への評価】 出典：平成29年度予算執行調査資料（財務省）

※政令市・中核市へのアンケート結果

十分
32%

課題があ

り、不十分
68%

24%
15%

52%
59%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他

指導の効果が見られ…

事前防止効果がない

指導後も再発する

「不十分とした理由」



【頻回受診の改善の状況】

医療扶助による外来患者であって、同一傷病について、同一月内に同一診療科を１５日以上受診している月が３ヶ月以上続
いている者のうち、主治医・嘱託医が必要以上の受診と認めた者

適正化の対応

頻回受診の可能性のある者
の把握 毎月レセプトを確認し、頻回受診者にかかる台帳を作成

主治医訪問・嘱託医協議 主治医や嘱託医に協議し、頻回受診と認められるか否かを判断

指導の実施 頻回受診と判断された者について、訪問により指導を実施

改善状況の確認 指導の翌月、医療機関へ改善状況を確認。
改善されていない場合には、引き続き指導を実施

【平成28年度からの取組】
・ 改革工程表を受け、福祉事務所等において、頻回受診適正化計画を策定して適正受診指導を推進

【平成29年度における取組】
・ 受診指導の対象者の範囲を順次拡大しつつ、外部評価を取り入れたＰＤＣＡサイクルを実施することについて予算に計上

＜対象者の範囲＞
同一傷病で、同一月内に同一診療科を15日以上受診する一定の者（初診月である場合や短期的・集中的に治療を行った者等を除く。）にまで拡大

＜対象者拡大の段階的実施＞
まずは、補助事業上の対象者を拡大（将来的には全ての福祉事務所で対象者を拡大することを想定）

頻回受診の適正化について

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

受診状況把握対象者数（同一疾病で月15日以上の通院が３か月以上継続している者数）（Ａ） １８，９６９人 １６，５２６人 １５，４６２人 １３，５４８人

適正受診指導対象者数（Ｂ） ４，１４６人 ４，０１２人 ３．８０９人 ３，０２０人

改善者数（適正な受診日数に改善された者数）（Ｃ） １，７４９人 １，８４４人 １，７４９人 １，３６５人

改善者数割合（Ｃ／Ｂ） ４７．０１％ ４５．９６％ ４５．９２％ ４５．２０％

頻回受診の指導対象者

17
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男性 女性 （参考）特定健診・男性 （参考）特定健診・女性

％
内臓脂肪症候群予備群
内臓脂肪症候群該当者

11.3% 

生活保護受給者の生活習慣病の罹患状況

出典：平成25年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ
及び平成26年度地域保健・健康増進事業報告より保護課にて作成

腹囲
追加リスク

①血糖 ②脂質 ③血圧

≧85cm（男性）
≧90cm（女性）

２つ以上該当 メタボリックシンドローム基準該当者

１つ該当 メタボリックシンドローム予備群該当者

（＊）①血糖：空腹時血糖110mg/dl以上、②脂質：中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満、
③血圧：収縮期130mmHg以上、または拡張期85mmHg以上

〈メタボリックシンドローム※の判定基準〉

○ 生活保護受給者の内臓脂肪症候群の該当者及び予備群の割合は、医療保険の
加入者よりも高い。

○ 受給者の内臓脂肪症候群該当者及び予備群 男性48.4％、女性27.4％
(参考) ・医療保険の加入者の内臓脂肪症候群該当者及び予備群 男性38.4%、女性11.3%

・生活保護受給者の健診受診率 7.4％

※メタボリックシンドローム＝内臓脂肪症候群

(参考)医療保険加入者
男性

(参考)医療保険加入者
女性

48.4% 

27.4% 
38.4% 
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11.4 
11.8 

0

10

20

30

40

50

男性 女性 （参考）特定健診・男性 （参考）特定健診・女性

糖尿病 個別健康教育対象者(ア)

個別健康教育対象者(イ)

％ ○個別教育対象者(ア)
(HbA1c5.6～6.5%未満(NGSP)
等)が男女ともに約30％以上、個別
教育対象者(イ)
(HbA1c6.5%以上等)が
男女ともに10％以上と受診者の中で
糖尿病のリスク保持者が多い。

○個別教育対象者(ア) (収縮期血
圧130~140mmHg未満
等)よりも個別教育対象者(イ)
(収縮期血圧140mmHg以上等)の
方が多く、より高血圧リスクの高い者が
多い。

○個別教育対象者(ア)
(中性脂肪150~300mg/dl未満
等）よりも個別教育対象者(イ)
(中性脂肪300mg/dl以上等）の方
が多く、脂質代謝異常。

※(参考)H22 特定健診
白棒： HbA1c 5.6~6.1%
黒棒： HbA1c 6.1%以上（ＪＤＳ）

※(参考)H22 特定健診
白棒： 収縮期血圧130~140mmHg
黒棒：収縮期血圧140mmHg以上

※(参考)H22 特定健診
白棒 中性脂肪150~300mg/dl
黒棒 中性脂肪300mg/dl以上

※※

※ ※

※
※

出典：平成2２年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ
及び平成26年度地域保健・健康増進事業報告より保護課にて作成 19



生活保護受給者の生活習慣病 罹患割合（%）
生活保護受給者 100%（2,161,442名）

調査月に医療機関を受診した医療扶助受給者 70.2%（1,518,388名）

(18.1%)

(7.7%)

(10.8%)

4.5%

2.4%2.3%

1.1%

9.0%

2.9%

1.9%

3疾患いずれかに
罹患(24.0%)

平成28年度厚生労働科学研究（特別研究）：平成27年度医療扶助実態調査より特別集計

・対象データ：平成27年6月支払基金審査分の一般診療（病院・一般診療所）の入院及び入院外、診療報酬明細書
及び調剤報酬明細書

・高血圧、脂質異常症、糖尿病の特定方法：傷病名（主傷病名に限定せず）および医薬品（当該病名に一般的に使
用する医薬品が使用されていること）により病名を特定
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生活保護受給者の健康管理について

➀ 全国の福祉事務所において、生活習慣病の
予備群と該当者に対するデータに基づいた健康
管理の実施

取組の手順・内容の標準化を行い、ＰＤＣＡ
サイクルにより計画的に推進
医療扶助費の適正化につながる

② 受給者のデータヘルス実施のためのインフラ
整備、国が健康・医療データを分析するための
仕組みの構築

③ 子どもの生活習慣改善を目指した取組の
モデル実施

生活保護受給者は、医療保険の加入者等と比較して生活習慣病の割合が高いが、健診データ等が集約され
ておらず、生活習慣病の予防・重症化予防の取組が十分には実施できていない。

医療保険におけるデータヘルス※を参考に、データに基づいた生活習慣病の予防・重症化予防の推進、それ
による医療扶助費の適正化を進めることが必要である。

生活保護世帯の子どもは健康的な生活習慣が確立していない場合が多いことから、子どもについても、学校
健診等のデータを入手し、学校等と連携して適切な生活習慣の確立に取り組むことが望まれる。

生活保護法の制度改正に向けて、データヘルス実施の枠組みや具体的な実施方法、情報システムの構築について、
更に検討を進める。また、子どもの生活習慣改善を目的とした取組のモデル的な実施を検討。

① 福祉事務所における
データに基づいた健康
管理

② データヘルス実施のた
めのインフラの整備
（レセプトと健診データを突合し、地
域課題の分析や事業対象者の抽
出を行う）

受給者

福祉事務所

健康管理事業
の実施

受給者のレセプト、
健診・検査データ
の収載

② 国における健康・医療データ
分析の仕組みの構築

（全国の受給者の匿名化データにより、
健康状態や医療費の調査分析）

国におけるデータベース

③ 子どもの生活習慣改善

趣旨

取組の方向性

今後の予定

※ 健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施

〈平成29年4月の検討会における議論のまとめ〉
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生活保護受給者の健康管理支援等に関する検討会について

「経済・財政再生計画改革工程表（平成27年12月経済財政諮問会議決定）」において、「生活保護受給者に対
する健康管理支援の在り方を検討」することが盛り込まれた。

【開催状況】

岡山 明 生活習慣病予防研究センター代表

◎尾形 裕也 東京大学政策ビジョン研究センター特任教授

小田真智子 川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室

医療・介護係長

小枝恵美子 全国保健師長会常任理事

津下 一代 あいち健康の森健康科学総合センター長

藤内 修二 大分県福祉保健部参事監兼健康づくり課長

中板 育美 日本看護協会常任理事

松本 吉郎 日本医師会常任理事

【構成員名簿】
（五十音順・敬称略） ◎：座長

平成28年7月～平成29年4月7日 計5回開催

（参考）【改革工程表の内容】
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２. 医療扶助の適正化・健康管理について
（１）医療扶助の適正化について

（後発医薬品の使用促進について）
○ 医療扶助における後発医薬品の使用については、平成25年生活保護法改正以降使用割合が増加しており、平成28年にお

いて69.3%となっている。一方、都道府県ごとに使用割合に差があると同時に、一部では使用割合の伸びが鈍化してきている
との意見があり、使用割合を高めるために、更なる取組が必要である。このため、医師・歯科医師が後発医薬品を使用するこ
とができると認める場合には、原則として使用することとする等、対策の強化について検討する必要がある。

（重複調剤・併用禁忌薬の使用について）
○ 重複調剤や併用禁忌薬の使用の防止については、生活保護受給者が利用する薬局を１箇所に集約することが効果的との

意見がある一方、その実施に当たっては、
・ 薬局が遠方にある場合には移送費の支給が必要となること
・ 生活保護受給者が来局した際に、在庫がなく、すぐに必要な薬剤の取寄せができなかったり、薬局が営業していない場合
に対応が必要となること

等の意見があることから、こうした課題も踏まえつつ、地域の実情に応じた対策について検討する必要がある。

○ 平成25年の生活保護法の改正においては、医療扶助の適正化のため、指定医療機関制度の見直し及

び指導体制の強化、後発医薬品の使用促進の努力義務化、生活保護受給者自らの健康の保持及び増進
の責務を規定した。しかしながら、医療扶助費は、特に高齢者世帯の増加等に伴って、平成25年度以降も
増加傾向が続いており、平成27年度における医療扶助費の総額は約1.8兆円となる等、更なる適正化が
必要との意見がある。

（ 現状と基本的な方向 ）

具体的な議論

生活保護制度に関する国と地方の実務者協議におけるこれまでの議論の整理（抜粋）
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（１）医療扶助の適正化について（続き）

具体的な議論

（頻回受診対策について）
○ 頻回受診については、

・ 指導対象となった生活保護受給者に対して、ケースワーカーの訪問の際に保健師が同行すること等の取組を行っている
が、対象者によっては効果は一時的で、一定期間を経過した後、受診回数が増加してしまう場合があること

・ 同一の規模の地方自治体であっても、指導対象者数にばらつきがあること
等の指摘があることから、これを踏まえつつ、対策の強化について検討する必要がある。

○ 頻回受診等への更なる対策として、生活保護受給者が医療機関で窓口負担を支払うことにより、その改善の効果が期待され
ることから、窓口負担を導入することが必要との意見があった。これについては、最低限度の生活を下回ることがないようにす
る必要があることや、必要な医療まで控えることがないようにすること、福祉事務所等での事務等が煩雑とならないようにする
必要があることといった課題があることから、更なる検討が必要である。

（その他）
○ 医療扶助の適正な実施を進めるために、地域において医療関係団体を含む関係機関との協議や情報共有の場を設置して

はどうかという意見があった。

○ 医療保険分野において、マイナンバー制度のインフラを活用し、医療等分野における番号制度を導入することについて、平成
30年度から段階的運用を開始し、平成32年までの本格運用を目指した検討が行われているが、生活保護制度においても、医
療保険制度における運用状況等を踏まえ、同様の仕組みを導入することを検討する必要があるのではないかという意見が
あった。

生活保護制度に関する国と地方の実務者協議におけるこれまでの議論の整理（抜粋）
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２. 医療扶助の適正化・健康管理について
（２）健康管理について

（健康管理について）
○ 生活保護受給者に対する健康管理の取組は、自らの健康管理や健康増進といった意識が乏しい者の健康の保持・増進に効

果的であると考えられるが、ケースワーカーの専門性や業務負担の観点から、実施に当たっては、必要な人員の確保や業務
の外部委託等も含め、円滑な施行に向けてさらに検討する必要がある。

（生活保護世帯の子どもの健康の保持・増進について）
○ 子どもの健康の保持・増進については、学校健診の活用や親への指導等が効果的であり、国や地方自治体における教育行

政との連携や、個人情報の取扱い等、学校等との効果的な連携の在り方について検討する必要がある。

○ 生活保護受給者については、医療保険の被保険者と比較して、糖尿病等の生活習慣病の該当者や予備
群の割合が高いにもかかわらず、健診受診率は約10％にとどまる等、健康の保持・増進に向けた取組が低
調である。

○ このような状況を踏まえ、国では、「生活保護受給者の健康管理支援等に関する検討会」を設置し、本年５
月に、①全国の福祉事務所において、生活習慣病の該当者と予備群に対するデータに基づいた健康管理の
実施、②生活保護受給者のデータヘルス実施のためのインフラ整備、国が健康・医療データを分析するため
の仕組みの構築、③子どもの生活習慣改善を目指した取組のモデル実施の３点について提言を受けたとこ
ろ。

○ 生活保護受給者の健康で文化的な最低限度の生活の保障と自立の助長を促し、医療扶助の適正化を図
る観点から、生活保護受給者の特性に応じてその健康を保持・増進するための取組が必要となっている。

（ 現状と基本的な方向 ）

具体的な議論

生活保護制度に関する国と地方の実務者協議におけるこれまでの議論の整理（抜粋）
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特にご議論いただきたい点

これまでの医療扶助適正化の取組について、どのように評価するか。

今後の医療扶助の適正化と健康管理について、どのように取組を進めていくか。
・ 後発医薬品の使用促進について
・ 重複調剤・併用禁忌薬の使用の防止について
・ 頻回受診対策について
・ 健康管理について
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